
（法第２８条第1項）

１　事業の成果

２　事業の実施に関する事項
　（１）特定非営利活動に係る事業

従事者 受益対象者の 支出額

の人数 範囲及び人数 （千円）

4/6, 4/20, 5/11, 5/24, 市川市文化会館小ホール

7/5, 9/7, 9/13, 10/1, 市川市文化会館大会議室

10/2, 12/7, 12/23, 1/31, 行徳文化ﾎｰﾙ、原木幼稚園ﾎｰﾙ 延べ 幼児～大人

2/15, 2/22 市川市文学ﾐｭｰｼﾞｱﾑｸﾞﾘｰﾝｽﾀｼﾞｵ 320人 延べ3,276人
南行徳市民談話室、南行徳公民館

9/27, 9/28 千葉県立現代産業科学館 延べ 4歳～18歳
10/4, 10/5 行徳駅前公園 530人 延べ3,410人

キャンプ 8/1～3,　8/3～5, 百軒茶屋キャンプ場

（親子キャンプ、高学年キャンプ） 8/15～17 大鳩園キャンプ場

わんぱく広場（ﾌﾟﾚｰﾊﾟｰｸ） 11/15,3/21 南部公園 5人 591人
おやこまつり 5/10 大洲防災公園 5人 172人
あそびの会 4/2,4/26,,6/25,8/3,8/30, 市内公園、市内公民館

 10/29,11/8～9, 12/6～7 少年自然の家、勤労福祉センター

1/17,2/1,2/11,3/11,3/15 佐倉草ぶえの丘、中茶屋キャンプ場

小学生の活動 4/1,5/11,6/20,6/30,7/24, 信篤公民館、市川ｺｰﾌﾟ集会室

7/25,7/28,8/18～22,8/25, JRA中央会館、本八幡スターレーン

11/8,12/28,3/22,3/27 江戸川ｽﾎﾟｰﾂﾗﾝﾄﾞ、法人事務所

中学生以上の活動 4/5,4/19,4/27,6/1,7/19～20 行徳公民館、本八幡スターレーン

（中学生・高校生・青年） 9/1,11/1～2,12/21,12/25, 佐倉草ぶえの丘、少年自然の家 221人
3/28～30 法人事務所他

表現ワークショップ 4/2,4/19,6/8,11/3,11/9 信篤公民館、富貴島幼稚園、やまぶき園

7/27～10/26,11/1,1/10 南行徳市民談話室、大洲防災公園、ｺﾙﾄﾝﾎｰﾙ

通年：152 回 行徳公民館、駅前公園研修室

幼児サークル 7 カ所 駅南公民館、信篤公民館

勤労福祉センター、曽谷公民館 延べ3563人
お母さんの居場所 菅野公民館、信篤公民館

　・てるぼサロン 通年：106日 曽谷公民館、鬼高公民館

　・ママのおけいこ他 通年：48日 地域ふれあい館他

市川市新浜親子つどい
の広場

通年（月～土） 南新浜小学校内 14人 0,1,2,3歳児と
親 4,564組7/30, 8/27, 11/19, 12/12 市内小学校２校、親子つどいの広場

12/24, 3/27 ｽﾏｰﾄｷｯｽﾞﾌﾟﾗｽ本八幡教室他

6/21, 7/19, 7/26 ,8/2, 8/23, 10/18, 11/30 曽谷公民館、市川市文化会館大会議室 延べ
1/24, 2/7, 2/11, 3/8, 3/26, 3/27 地域ふれあい館、江戸川河川敷、JRA中央会館他 879人
4/22, 7/10, 10/9, 10/11, 市内公民館、法人事務所

11/28, 12/4, 3/11 市川市文化会館大会議室

その他の文化事業 6/6, 7/4, 7/25, 9/18, 10/23, 行徳公民館、信篤公民館

（講習会等） 勤労福祉センター

機関紙の発行 月1回 法人事務所 　　1回620部　

　　計7440部

ホームページ 通年 法人事務所

　（２）その他の事業

　　なし

109人

136人

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　特定非営利活動法人 市川子ども文化ステーション

31人

6,606
907人

子どもと文化
に関する広報
活動事業

31人

地域の子育
て支援事業

子どもの権利
条約の推進に
関する啓発活
動事業

読書活動に関わる事業 20人

表現と遊びの子育て支
援

平成２６年度（２０１４年度）の事業報告書

子どもの舞台
芸術の創造、
鑑賞、普及の
ための活動及
び支援事業

子どもの年齢に応じた
様々なジャンルの作品
を１４作品実施した。

15人 102人

60人
子どもの自主
的な遊びの体
験、創造体
験、社会体験
活動事業

子どもがつくるまち「ミニ
いちかわ」

7,074

35人

37512人

事業名 事業内容 実施日時

27人

6,600

1,627

266人

未就園児と親のための
活動と交流会「幼児
サークル」

192人
子どもの権利条約の学
習会、交流会

32人

27人

8人

1,960人

　昨年に引き続き取り組んだ組織基盤強化では、外部専門家の客観的な視点を取り入れながら、中期ビジョンの策定と中期計画
づくりをめざした。またＩＴを使った広報活動の必要性について学び、ホームページの刷新をはじめ広報事業全般の見直しを行っ
た。

　NPO法人設立から１５年目となるにあたり、より多くの子どもたちに優れた文化芸術に出会う機会を届けることをめざした。NPO法
人設立15周年記念特別公演では、“ひとり親世帯の親子をミュージカル公演へご招待する”という取り組みを行い、クラウドファン
ディングや地域の方から協賛を募るなどし、希望されたすべての親子をミュージカル公演へご招待することができた。この公演を
三世代９６１人で鑑賞できたことや、終演後のアンケートから、子どもの豊かな育ちに文化・芸術が必要不可欠なことを再確認する
ことができたことは大きな成果といえる。

　また、子どもの自主的な遊びの体験事業等においては、子ども時代にワクワクする心が動く遊ぶ体験や子どもが参画することの
必要性を広く伝え、子どもの権利条約に基づく「子ども観」を共有できる大人を増やすことができた。同時に子どもの視点を大事に
した子ども・子育て支援をめざしていくことをめざし、ネットワークでのつながりを生かしながら、活動を行った。子どもたちは異年齢
で関わりあえる場と時間があることで、自身の持つ創造力を発揮しコミュニケーションをとりながら活き活きと活動することができた。
　今年度の成果をさらにすすめていくために、子どもの活動に関わる個人や団体との日常的なネットワークの構築に努めていきた
い。

508人

0～4歳児と親

実施場所

52人


